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課外活動等における注意喚起について 
 

  
 ７⽉１⽇から感染防⽌対策と活動制限緩和の両⽴を図りつつ、活気あふれる活動を再開しているこ
とと思います。当職としても皆さんが⽣き⽣きと活動する姿を⾒ることができて、うれしく思っていま
す。 
 このような状況のなか、このところ新型コロナウイルス感染者数が急激に拡⼤し、これまでの最⼤と
なるなど、予断を許さない状況になっており、学内でもクラスターが発⽣するなど拡⼤傾向にあります。 

茨城県ではステージ１から２へ、そして現在はステージ３になりましたが、国及び茨城県ともに⾏
動制限を伴う指針は現在のところ発出されていません。 
 このため、令和４年６⽉３０⽇付学⽣担当副学⻑通知においてお知らせしたとおり、課外活動は「感

染拡⼤防⽌に留意して、活動できる。」ことに変更はありませんが、現状を踏まえ、引き続き感染対策を
徹底し活動してください。 
 また、関連して⽂部科学省から以下のとおり通知がありましたので、これらについても留意のうえ、
活動をしてください。特に、10 代〜30 代の若年層における 3 回⽬のワクチン接種率が低いということ
が指摘されており、20 代から 30 代の接種の推奨がなされています。なお、接種は強制ではなく、あく
まで本⼈の意思に基づき接種を受けていただくものです。周りの⽅などに接種を強制したり、接種を受
けていない⼈に差別的な扱いをすることのないよう、お願いします。 
 
■⽂部科学省からの通知 
 ・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針の変更及び⼤学等における感染対策の徹底等に  

ついて（周知）（令和４年７⽉ 15 ⽇付） 
・濃厚接触者の待機期間の⾒直し等及び⼤学等における感染対策の徹底等について（周知）（令和４年

７⽉２６⽇付） 
【主な内容等】 
 ・運動部活動でのマスクの着⽤については、体育の授業における取扱いに準じつつ、接触を伴うもの

をはじめ活動の実施に当たっては、各競技団体が作成するガイドライン等も踏まえて対応するとと
もに、活動の実施中以外の練習場所や更⾐室等の共⽤エリアの利⽤、部活動前 後の集団での飲⾷の
場⾯や移動に当たっては、マスクの着⽤を含めた感染対策を徹底する。 

・お盆や夏休み等の帰省時等に⾼齢者や基礎疾患のある者と会う際は、事前に陰性の検査結果を確認
すること、早期にワクチン３回⽬接種を受けること等を促す。 



・３回⽬接種については、２回⽬接種完了から５か⽉以上経過した⽅に順次、接種することとし、特
に、20 代から 30 代の接種を促進するとともに、接種率が低い地域に対して個別に接種促進を図る
など、引き続き、着実な接種を進める。 

（濃厚接触者の待機期間の⾒直し） 
・濃厚接触者に特定された場合、当該陽性者との最終接触⽇の翌⽇から起算して５⽇間⾃宅待機とす

る。陽性者と同居している場合は、「陽性者の発症⽇」⼜は「陽性者の発症等により住居内で感染対
策を講じた⽇」のいずれか遅いほうの翌⽇から起算して５⽇間とする。 

・陽性者との最終接触⽇の翌⽇から起算して 2 ⽇⽬及び 3 ⽇⽬に抗原定性検査キット（⾃費検査）で
実施した検査で、２回とも陰性の場合は 3 ⽇⽬から⾃宅待機の終了を可能とする。 

・ただし、７⽇間を過ぎるまでは、健康観察を続け、感染リスクが⾼まる⾏動は控えること。 
接触者になった場合、陽性者との最終接触⽇の翌⽇から起算して５⽇間健康観察を⾏う。 

 
上記通知により、濃厚接触者の待機期間が７⽇間から５⽇間への短縮等になったことを受け、本学

においても「新型コロナウイルス感染が疑われる場合の本⼈の⾏動フロー」を改定し、同⽇時点で濃厚
接触者である者にも適⽤しています。 
 

 
 
【参考】 

○⽂部科学省通知（令和 4 年 7 ⽉ 15 ⽇付） 
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針の変更及び⼤学等における感染対策の徹底等につ
いて（周知） 

○⽂部科学省通知（令和 4 年 7 ⽉ 26 ⽇付） 
濃厚接触者の待機期間の⾒直し等及び⼤学等における感染対策の徹底等について（周知） 

○本学の新型コロナウイルス感染症への対応（まとめ） 
新型コロナウイルス感染が疑われる場合の本⼈の⾏動フロー（第 5 版） 
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